
第１号議案 

 

平成 31年広島県議会２月定例会に提案される 

教育委員会関係の議案に対する意見について 

 

 平成 31 年広島県議会２月定例会に教育委員会関係の議案を提案することについ

て，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 29

条の規定によって知事から意見を求められたので，同意する旨回答することについ

て提案します。 

 

 

  平成 31年１月 31日 

 

広島県教育委員会教育長  平 川 理 恵  

 

 

１ 提案される議案 

(1)   短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する 

条例案 ···················································· P 12～ 24 

 (2)  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に 

伴う関係条例の整備に関する条例案 ·························· P 25～ 37 

(3)  広島県手数料条例等の一部を改正する条例案 ················ P 38～ 79  

(4)  広島県職員定数条例及び広島県学校職員定数条例の一部を 

改正する条例案 ············································ P 80～ 85 

(5)  平成 31年度教育委員会関係当初予算案 ····················· P 86～116 

 

２ 根拠規定 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条 

   （教育委員会の意見聴取）  

  第 29 条 地方公共団体の長は，歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る

部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事

件の議案を作成する場合においては，教育委員会の意見をきかなければなら

ない。 










































































































































































































































